
  障発０５１５第７号 

平成２５年５月１５日 

第１次改正 障発０４０１第４号 

平成２６年４月１日 

第２次改正 障発０４２３第１号 

平成２７年４月２３日 

第３次改正 障発０４０１第２号 

平成２８年４月１日 

第４次改正 障発０４０３第１号 

平成２９年４月３日 

第５次改正 障発０３３０第３号 

平成３０年３月３０日 

 

 

 

都道府県知事 

各  指定都市市長  殿 

中 核 市 市 長  

 

 

                  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                   （公 印 省 略） 

 

 

障害者総合福祉推進事業の実施について 

 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成１７年法律

第１２３号）を踏まえ、障害者施策全般にわたり引き続き解決すべき課題や新たに生じ

た課題について、現地調査等による実態の把握や試行的取組等を通じた提言を得ること

を目的として、今般、別添要綱により「障害者総合福祉推進事業」を実施することとし

たので通知します。 

貴職におかれては、了知いただくとともに、管内市町村（特別区、一部事務組合又は

広域連合を含む。）及び公益法人等関係団体に対する周知方お願いします。 


